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ウ 札幌市介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者

方ア
方イ

ボタンを押すだけで専用の受信センターにつながる通報機器を自宅に設置し、健康等の相談に24
時間応対するほか、受信センターから定期的な電話掛け（お元気コール）を行います。また、急病
などの緊急時は、受信センターが救急車を要請するなど状況に応じた支援を行い、高齢者の安心
した在宅生活をサポートします。

ひとり暮らしの高齢者等の家庭を、札幌市から依頼を受けた民生委員が見守り・安否確認のために
訪問することにより、地域から孤立することなく、安心して生活を営むことができるよう支援します。
また、70歳以上の方には事故や「郵便物が溜まっている」などの連絡があった場合に活用するた
め、民生委員がご自宅を訪問して世帯状況や緊急時の連絡先をお尋ねしますので、ご協力お願い
いたします。

①「65歳以上でひとり暮らし」または「世帯全員が65歳以上」で、
　 ご本人が次のいずれかの身体要件に該当

27

障がい

①～③のいずれか

③

② 60歳以上65歳未満のひとり暮らしで、①アに該当する方
　（①アに準ずる審査判定を受けている方を含む。）
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27

27

27
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※年に一度程度、定期的に要件を再確認しますので、介護保険証等の写しのご提出が必要です。

滞在費と食事代の実費負担（生活保護受給者は食事代のみ）

理容室・美容室へ行くことができない在宅でねたきりの高齢者のご家庭に理容師・美容師が訪問
して整髪等を行います（お一人あたり1年に4回まで）。

（札幌市要介護者等ごみ排出支援事業）

１ 介護保険の要介護２以上または障害福祉サービスの障害支援区分３以上。
２ 介護保険の事業対象者、要支援１・２または要介護１か、障害福祉サービスの障害支援区分１・２
で、本人または世帯内のどなたかお１人以上がホームヘルプサービスを利用していること。

３ 障害福祉サービスの同行援護を利用していること。

要支援・要介護認定を受けていない虚弱な65歳以上の方が、家族などの介護を一時的に受けら
れないときなどに、養護老人ホームに短期間宿泊することができます。

ごみの排出が困難で、親族や近隣住民、地域ボランティア等の支援が受けられず、次の
１～３のいずれかの要件に該当する方。
なお、お２人以上の世帯の場合は、満15歳に到達した日以後最初の３月31日までの者
及びホームヘルプサービスを利用している18歳未満の者を除く世帯員全員が要件に該
当することが必要です。

ごみステーションにごみを排出することが困難な高齢の方や障がいのある方などへの支援として、
燃やせるごみなどの「生活ごみ」は玄関先等から収集し、「大型ごみ」は家の中から運び出して
収集します。また、ご希望の方には、ごみの収集時に声掛けによる安否確認も行います。支援は
無料ですが、事前のお申し込みが必要です。
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札幌市在住の携帯電話やスマートフォンをお持ちでない65歳以上の方を対象に、災害発生時に
自宅の固定電話へ避難情報などの案内を自動音声で配信します。

避難情報等電話サービス

札幌市が発令する大雨・土砂災害による避難情報、国が発信する国民保護情報
（日本の領土・領海内にミサイル落下の可能性がある場合など）

配信内容

無料利用料

危機管理部危機管理課　TEL ： 211-3062照会先

スマートフォンをお持ちの方はこちらをご利用ください

◯札幌市防災アプリ「そなえ」
気象情報や避難情報などを確認
できるスマートフォンアプリです。

◯さっぽろ防災ポータル
気象情報や避難情報などを集約したWEBサイト
です。

https://bousai.city.sapporo.jpiPhone Android
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日常生活にお困りの場合

家事援助、外出援助（お出かけ同行）

年会費（2,400円）のほか、サービス内容に応じた料金（基準30分600円、外出援助は
650円他）、交通費実費をご負担いただきます。

員）が家事・外出などの援助を行います。

ごみ

（見守りサポーター養成研修、福祉マップ作成研修、ボランティア研修、介護にかかわる講座など）

28
27

28

28

※活動にご協力いただける方を募集しています。

※協力会員として登録するための説明会を定期的に開催しています。

道路に面している一戸建ての住宅に住み、約500メートル以内に除雪を援助できる子または子の
配偶者が居住しておらず、自力で除雪することが困難と認められる世帯に対して、地域の協力員
が道路に面した出入り口部分と玄関先までの通路部分の除雪を行います。
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看護小規模多機能型居宅介護

27

令和７年度（2025年度）版

車いす

●地域密着型通所介護（デイサービス）  通いによる入浴や日常動作訓練など
　※定員18人以下のデイサービス
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住まいの修繕・リフォームの相談窓口
家屋の修繕やリフォーム、バリアフリー改修、設備工事などの相談に応じ、相談内容に適した企
業を紹介します。相談は下記のコーディネート事務局にご連絡ください。

中央・北・東・白石・厚別・
清田・南・西・手稲

すまいとくらし・まち相談センター

事業実施区 コーディネート事務局 TEL

住まいと暮らしの相談室 731-3728

817-7627

介護保険で要支援、要介護と認定されている方が、現に居住している住宅の小規模な改修を行っ
た場合、改修費の一部が給付されます。住宅改修費の支給を受けようとする方は、介護保険の認定
を受けた上で、改修に着手する前に、担当のケアマネジャーまたは区役所保健福祉課にご相談くだ
さい。

中央・北・白石・厚別・
豊平・清田・南・西・手稲

住宅の断熱化などの省エネ改修や段差の解消などのバリアフリー改修に対して、その費用の一部
を補助します。申請者、工事内容、工事着手時期、施工業者などに条件があります。詳しい制度内容
についてはお問い合わせください。

定期募集において、次のいずれかの世帯に対し、抽選番号を1個加算します。
① 全員が60歳以上である世帯（単身可）
② 60歳以上の方とその配偶者（内縁又は婚約者含む）のみの世帯
③ 60歳以上の方と18歳未満の方のみの世帯
④ 60歳以上の方と障がいのある方のみの世帯

住宅エコリフォーム補助制度

27

市営住宅は住宅に困窮している低所得者向けの公的な賃貸住宅です。
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居住支援相談窓口「みな住まいる札幌」　TEL : ２１０-６２２４

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅（セーフティネット住宅）
所得が少ない方、高齢者、障がいのある方、外国の方、子育て世帯など、住宅確保要配慮者の入居
を受け入れることとして札幌市に登録された民間賃貸住宅の情報を提供します。

居住支援相談窓口「みな住まいる札幌」
所得が少ない方、高齢者、障がいのある方、外国の方、子育て世帯など、住まいの確保にお困りの
方をサポートするため、民間賃貸住宅等の紹介や生活支援サービス等の紹介を行います。

提供する住宅として札幌市に登録された民間事業者が運営する賃貸等の住宅です。

緊急通報機器が設置されています。

お住まいが戸建ての持ち家の場合、次世代への引継ぎについて事前に考えておかないと、大切な
お住まいが、管理が行き届かず周囲に悪影響を与える空き家になってしまい、ご家族やご親戚の
ご負担になるほか、近隣のみなさんにご迷惑をかけるおそれがあります。

そこで札幌市では、みなさんのお住まいの今後を考えるきっかけとして「住まいと空き
家のハンドブック」を作成し、家を使う、貸す、売る、取り壊すなど様々なケース別の相
談の流れや、住まいに関する相談窓口を紹介しています。

また「札幌市版すまいの終活ナビ」では、土地建物の面積や最寄り駅、接する道の幅などの
条件を入力することで、解体費と土地の売却価格の概算額を把握することができます。

建築指導部建築安全推進課（監察担当）　TEL ： 211-2808照会先

住まいの終活
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27

介護医療院
長期療養や日常生活に介護が必要な高齢者等が入居します。医療と介護の一体的なサービスを受
けられます。

サービス費用の１割～3割のほかに、食費、居住費等の利用者負担がかかります。

20



相談先

相談の際に提供する情報

27

をお知らせします。

届出者の氏名・連絡先等、行方不明者の氏名、生年月日、特徴、行方不明になった時期・状況、
かかりつけ医療機関、過去の行方不明歴など。
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認知症や精神障がい等により、日常生活を送るうえで不安がある方へ、福祉サービスの利用に関
する相談や助言、利用のために必要な手続きまたは費用の支払い等の支援を行います。

高齢者虐待の相談に応じ、高齢者本人の安全の確認および虐待の事実確認等を行います。

28

28

29

札幌市成年後見推進センター

各区社会福祉協議会

27

成年後見制度
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扶養控除の対象となる親族

27

27

27

27

8月から翌年7月までの1年間で、健康保険と介護保険の自己負担額の合計が一定の上限額を超
えた場合、申請によりその超えた額が高額介護合算療養費及び高額医療合算介護サービス費とし
て払い戻されます。

加入先の健康保険の保険者にご確認ください

加入先の健康保険の保険者にご確認ください

介護保険のサービスを利用したときは、費用の一部を利用者が負担します。利用者負担額が一定の
上限を超えたときは、申請によりその超えた額が高額サービス費として払い戻されます。

また、70歳以上で一定の条件を満たす方は、8月から翌年7月までの1年間で外来診療で支払った
自己負担額が144,000円を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として払い戻され
ます。

高い
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28

「生活困窮者自立支援法」に基づき札幌市が設置した、生活にお困りの方のための相談窓口です。さ
まざまな理由により、仕事や生活に困りごとを抱えている方の相談をお受けし、経済的な自立に向け
た就労支援や、生活保護を含め札幌市や関係機関が実施している制度等の活用助言など、一人ひと
りの状況に合わせた支援を行います。

札幌市生活就労支援センター・ステップ

札幌市生活就労支援センター・ステップ　TEL ： 221-1766
所在地：中）大通西６丁目10番地　大通公園ビル７階
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《最近の相談事例》
「不用品を何でも買い取る」と言っていたのに、貴金属を強引に買い取られた！！
「いつでも解約可能」と書いているので定期購入を利用したが、連絡が取れず解約できない！

札幌市消費者センターでは、悪質商法や契約に関するトラブルなど、消費生活全般に
関する相談をお聞きし、解決のためのお手伝いをしています。少しでも疑問に思った
ら、お気軽にご相談ください。 （相談無料）
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終 活 のこと

終活についての基本事項や相談先などをまとめた「終活ガイドブック」を配布しています。

札幌市における終活の取組については、ウェルネス推進部施設管理課（TEL：211-3518）でご案内
しております。なお、終活の進め方や事業者の紹介など終活一般の相談には対応しておりません。

終活ガイドブック

お墓

ウェルネス推進部施設管理課　TEL ： 211-3518照会先

成年後見制度
札幌市成年後見推進センター　⇒　28 ページ ⑦相談先

老後を安心して暮らすために欠かせない住まいの選択等については下記ページをご覧ください。

・高齢者向け住宅、入居支援　⇒　18 ページ
・住まいの終活　⇒　18 ページ
・入所施設等　⇒　19 ページ
・介護保険による入所施設等　⇒　20 ページ

老後の住まい

ウェルネス推進部施設管理課墓園管理係　TEL ： 211-3525照会先

墓地・納骨堂等に埋蔵・収蔵されている遺骨を別の場所に移す「改葬」について案内しています。
改装

ウェルネス推進部施設管理課霊園管理担当係（平岸霊園内）　TEL ： 831-6980照会先

市営平岸霊園内に設置している合葬墓（合同納骨塚）について案内しています。
合葬墓
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名　称 所在地 電話番号

① 

区
役
所

中央区役所 中）南3西11 231-2400
北区役所 北）北24西6 757-2400
東区役所 東）北11東7 741-2400
白石区役所 白）南郷通1南8 861-2400
厚別区役所 厚）厚別中央1-5 895-2400
豊平区役所 豊）平岸6-10 822-2400
清田区役所 清）平岡1-1 889-2400
南区役所 南）真駒内幸町2 582-2400
西区役所 西）琴似2-7 641-2400
手稲区役所 手）前田1-11 681-2400

② 

保
健
セ
ン
タ
ー

中央保健センター 中）南3西11 231-2400
北保健センター 北）北25西6 757-1181
東保健センター 東）北10東7 711-3211
白石保健センター 白）南郷通1南8 862-1881
厚別保健センター 厚）厚別中央1-5 895-1881
豊平保健センター 豊）平岸6-10 822-2400
清田保健センター 清）平岡1-1 889-2400
南保健センター 南）真駒内幸町1 581-5211
西保健センター 西）琴似2-7 621-4241
手稲保健センター 手）前田1-11 681-1211

③
保
　
健

　
福
祉
局

高齢保健福祉部　高齢福祉課 中）北1西2 211-2976
高齢保健福祉部　介護保険課 　　 〃 211-2547
高齢保健福祉部　事業指導担当課 　　 〃 211-2972

④ 
清
掃
事
務
所
等

中央清掃事務所（担当：中央区） 南）南30西8-7-1 581-1153
北清掃事務所（担当：北区） 北）屯田町990-3 772-5353
東清掃事務所（担当：東区） 東）丘珠町873-1 781-6653
白石清掃事務所（担当：白石区、厚別区） 白）東米里2170-1 876-1753
豊平・南清掃事務所

（担当：豊平区、清田区、南区） 南）真駒内602 583-8613

西清掃事務所（担当：西区、手稲区） 西）発寒15-14-2-1 664-0053

大型ごみ収集センター ─ 281-8153
※耳や言葉の不自由な方は
FAX：281-4622

⑤ 

市
税
事
務
所

中央市税事務所（市民税課）
（担当：中央区） 中）南３西11 596-6012

北部市税事務所（市民税課）
（担当：北区、東区）

中）北4西5
アスティ45　9階 207-3914

東部市税事務所（市民税課）
（担当：白石区、厚別区）

厚）大谷地東２-4-30
大谷地アドバンシービル３階 802-3914

南部市税事務所（市民税課）
（担当：豊平区、清田区、南区）

豊）平岸5-8-2-10
イースト平岸3階 824-3914

西部市税事務所（市民税課）
（担当：西区、手稲区）

西）琴似3-1-1-20
コトニ3·1ビル2階 618-3914
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活動

（※）いずれも自動音声案内

（※）
（※）

（※）
（※）

（※）
（※）

（※）
（※）

北1西2

さっぽろ子育てサポートセンター 623-2415

624-6901

南郷通１南８ 白石区複合庁舎１階

札幌市成年後見推進センター
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本府・中央、西創成、大通・西、桑園
東北・東、苗穂、豊水

876-8965

780-5512

374-7000

篠路茨戸

26

777-3000

北区第2

拓北・あいの里支所 214-9323
篠路
茨戸
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令和8年（2026年）４月発行

01-F03-26-88
R8-1-31

市役所のどこに聞いたらよいか
分からないときは


